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明末北辺将卒の不正蓄財-張関威一味の事例

撲 井 後 部 �  

1 
句ゅうひんほ� 

(1632)、晩秋のある日のこと� 現在のO ある劉斌霊は、当時もこんにち

冬が近づくにつれて、身体の，Eまで染み通る、厳しい冷え込みの日々が訪れてし、たに濃いな

い。そのgの朝、� 20名ほどからなる男たちの一回が、長機の外織に出て、白い忠、を吐きながら、歩

、た。当日は、議議穣・諮問溝塗・黒漢嶺壊など、宜府東務管轄下の態の壊壌でも同じ

ように、男たちのグ、ノレーブが長接外によ品ていた。市都北京に鞍近いこのあたりでは、� 5 S 

ちが班を車且織し、外の定期的な“消探"に出るのが決まりであった。 奇特の呼名で、� 

れを“知日間"とし、う。� 10日に一!知子われることになっている、“長日間"と称される哨探もある。呼

称から推すに、短哨は比較的近辺の哨戒、長哨は監視の範聞をとより遠方まで及ぼしてパトロールす

るものだ、ったと考えてよかろう。

北京の真北から西北安容に111:1官愛するとの追わ、こ 現朝の実効支配下にあった3 しかし、

…音訴に比べれば、そのブ、レゼンスは大いに抵� 7ごしてし 北辺長域外のモンゴル諸部(当時の桂

は“場"“達子"等と詑されている)に対する持 きちんと蕩いているかどうか、現地将兵

ち自身、心許ない限りであった。遼東方面で日々 しつつある建州女政(関説、“東奴"
おも亡

と気脈を通じ、而では明に誕っていても、腹の内では背いているのではないか。そんな危倶

な拍かざるを得ない情勢であった。そのため、前線の将兵たちは近辺に出没する爽秋連中の動向に、

常行噴から目を光らせているのだ、った。� 

2 

さて、その目、塑j斌監から言語擦に出た男たちの中に、� g室主孟という者がいた。崇槙八年� 

(1635)の担案に年齢、認識と記鼓されている。つまり、当時は30歳になるかならないか、といった

あたり。永寧の軍籍出身の男で、木を伐ることに長ど，ていた。� i中構たちは畿のことを9馬二と呼ん

でいる。松や桁などの立木が生えている場所にがi主主ずるや、一回は歩みを止めた。そして、主J馬仲

直を含む男たちが数名、水を伐り始めたのである。 哨戒を目的としているはずの彼等がなぜ突然、

きとり仕事などをはじめたのだ、ろう。

実を言えば、木材の調達も、絞ら斥候兵の通常業務の一部をなしていた。北i辺住iJ繰の部隊は、

毅や俸給をこそ、議会からの供給に依存していたが、� i立場で譲達可能な物資は磁力彼ら自身でi蕗え

なければならない。 たとえば燃料罵の柴薪泌 がそうだった。建築用持や矢議の材料として患いら

れる木材(2)ft.ども隙乙く、近辺の林野で兵卒たちが収集し、沼に充てていた。だ3、ら、絞らが諒察

行動の最中iこ木材の伐採作業にとりかかったこと自体は、普通の仕事の一斉slなのである。� 
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しかし、崇諒七年(I日4) 10丹、敵視宜鎮太監王土中i土、現場将兵らの行動を問題読し、中央政府

を上した。後らの“業務"を、違法なものと疑ったのである。なぜか。それは、被ら

が私約蓄財のために行われていたからだった。とのあと、現場の将兵たちがi晶表数年にわたっ

ってきた、木材売却で得た売上の着服、実秋との接触および取引など、大々がjで、ま尉接的iこすら晃

える不正行為が、暴かれることになる。� 

3 

範斌蚤を出発した一回の中にはまた、@患生孟らに指示を出す必至本去という男がし、た。 またの

名を@白戸と言う。少し変わった経歴の持ち主であったの山西平造県出身の披i士、万韓三三十七年� 

(1609)、モンゴ、/レ部衆に粒致されると、その接20年以上の久しきにままり、達子繭誌の数百の家に

住まうとととなる。崇禎五年(1632)、設は現地で繋った夷人の妻・金九蓋と、彼女との間にもう

けた� 3議の幼子高?伴って逃亡、長城を越えて明簡に入り、ゅ義語感という明躍将官の下に投充して

家� rとなったのだ、った。彼はそこで、� -l患の不正和11専行為の発揺を作り、またその中心的存夜とし

て暗躍する。ただし、過去に生活を共にしたことのある、そして今や車引の相手となった達子らの

懐み者擁い、矢を射かけられ、最期は長城の口外で祈り殺される溜命が、その後の彼を待ち受けて

いたへその話については、後段で改めて触れることにしよう。

ω棲
き

郭三
かくさん

。披もまた唱探のメンバーに加わっていた人物である。その齢、時に� 50議前後(摘築時、� 

52蔵と記録されている)。やはり①霊園感の配下である。新参の@杢亙蓋と具なり、吉抹の家]岬だっ

たが、閉じように沼外のことについては事情通。なかなかに欲深い勇であった。この辺りでは例年、� 

i妻子陸蕗の数目が勝手数題な振る舞いそし、明側を悩ませてきたが、明輩が崇接J三年(1630)

した掃討非戦により、彼らが遠方に退去するや、彼は状況が、近辺の木を勝手に患ってき

するのに好都合になったとみた。彼は、仲関に加わった③杢窓亙と共;こ、親分の彊思量に対して金

蕗けの相談を持ちかけた。そうして、� e張関戚i土、手下たちの説く“うまい話"に乗ることになっ

たのであるω。

そんな経緯があったのち、孜子(木の技り手)とし切て Wj~生主主〉仲間に引き入れられ、崇禎五年 

(1632) llJ:lから同七年(1634) 7月に至る20ヶ月の長きに渡り、松材を900塊、結〈コノテガシ

ワ)材も900操、それぞれ伐りだし、売却したのだったc 松は一環あたり� 4銭で取引され、� i換算し

て360銅のカネになった。相の価格はその倍、一塊あたり� 8銭、通算720隔を得ることができた。総

計すれば、1，� 080両分の上がりである。ただし、後述するように、その一部は着壊せずに官に入れ

ていたようなので、正しくは652両分のシノギとうべきか。いずれにしても、辺境に生きる

らにしてみれば、なかなか寄IJの長いサイドビジネスであったと思われる係。� 

4 

総元締めとも会うべき令長毘戒は、本件の沙誌が悲著した崇禎八年(1635) 11丹の約案で45躍と

されている。 つまり、不正義主討に励んでいた現時は40台前半。万全都司開平衛の入で、もとも

と軍籍の出ではなかったが、半湾〈天啓元年、� 162L).甲子(天啓四年、 1624) 同次の武科挙iこ合� 
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格し、保薦や兵部推挙を経て都司愈書の地位を得たとされる。彼は貰府東路永蝶委主将の仕事を託さ

れ、最禎四年(1631) 10月4日に着{壬したのだった。後ほど具体的状況な見てゆくとはっきりする

ように、一味が手にした利得の流れを辿ってみると、全てではないiとせよ、少なからざる部分が

もとへと吸い寄せられていた。

たとえば、先述した20ヶ月で総計1，800境の木材、1，� 0801両分の売却主主を見てみよう。伐りだした

木材の運び障として、在官旗稗の@藍主主、またの名をお組畿道という労がし、たのだが、の霊園盛の

命に髄って松900塊のうちの670塊と、柘900塊のうちの200塊、計870塊の木材を水関堆という所ま

で運び、域堤の建設と第簾に装用するために官に入れたとしづ。その一方で、不正行為と知りつつ、

強りの松230塊、話700塊をε張冨威らに流してし に得た利益は、� tiミ材につし、て� 

92雨、結材について560爵、統べて652訴であったという。

崇議七年(1634) 10月iこ監護宣鎮太監王士事から題奏がなされ、後援器級一様の不正手Ij得行為は、

ついに朝廷の知るところとなった。 ム「本件に関しては兵部も

詮境しておけj、等の指示が聖旨と くの特需をかけ、一連の事

件iこ関する取り調べが進められた。

懐i塗兵信分巡口北道念事の胡福弘により り議選められ、最務的に室大巡按梁雲携から

北京に報告が届いたのが崇禎八年(1635) 9 fl1札木材売却誌の想雨を着醸していた件、当初試

毎年� 3 ~4， 000両もの註手Ijを得ていたのではという嫌蜂もかけられていたが、調査の結果、そこま

での額で、はなかったことがわかる。劉斌壊の瞭盟で三三道鯖の軍人張盟甫� (43歳)、靖殻壁の在官軍

人彰秀� (45歳)、把線、の張弘禎らによる供述iこより、� 3震が取られた(日。しかし、調査によって、� d長

国盛・③壁車二・@杢亙蓋・� ω車並立主の脱法行為は、木材伐脹・販売・売上着服に止まらない、“多

角経営"的なものだったことが判明し� 

6 
工ぜわ

辺境でソト忙しく、研手としての仕事に締役出していたω亙盟主。彼の存在は、かねてから中国内

地の物産を手に入れたいと怒っていた長泰子菌首・数闘の闘にとまるところとなる。ある日、彼は銀� 

133両� (40再の大錠を� 2塊、� 25耐の中統合� 2塊、� 3阿の小錠を� 1塊)を故日から託された。� ω藍困盛

は、!1)車並孟からそっくりそれを受け取り、� 

G望室二とお主再表。披らは、外夷の猛克免と通謀していた。辺外で、崇禎七年(1634) 5 

めの200両を託された。これとは別に、

は 6 丹 26~7 日にも銀統・ け取っているコ� G壁呈二・②主主主の両名� 

丹茶葉を 5~60缶〈一留め髄酪 6 6~700包と、布を毎月1l~2近(一疋あ

たり 2 銭 4~5 うま人 130~140遣を買い付け、外夷に融通していたという。畏い付け

iこ患いた銀は40同誌 された費熊の残りのうち80再は怨棲郭三時の取り分とし、

それ以外の盃盤・ したo CD議語惑に金品がわたっていないことから、こ

の件について ことと患われる。

さて、彼らに賢し、付け� 手渡した銀再や銀譲・銀盃撃の額;こ比べて、

民R
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入手できた布・茶があまりに少ないこと 、fこ。踊されたとばかり、激怒したであろうこ

と、想、識に難くない。ア月号2日。②主亙蕊はこの目、 3名で;長城外へ培探に出た。 ω箆差二-

張議の両名がうtに戻った。一人になった②歪本恋は、盤克免らに龍われ、襲撃を受ける。弓矢

で張われ、さらに増俸に逃げ込む主主に、辺外で軒り捨てられたのである。調査が行われた探、 

420両もの銀を縦し取ったのではなし、かとの嫌疑が@査本蕊にはかけられ、 2また援を斬殺し

のは、実;土c霊盟盛ではなし治ミともされたようだが、いずれも疋しくないことがω食車二の自

供によって明らかにされたの ο

塁走に登場した 5名の罪犯のうち、一分の運び役lこ渦ぎない⑤呈盟主はさておき、①琵目盛・ 

• cv杢亙査の 3名は、千」連の現行の主導的立場iといた連中である。後墨金j最も、主犯格 3名との

関f系の近さゆえか、はたまた重要な金品の流れに甚接関わっていたからか、断罪される擦に彼らと

いi列に扱われた。

調査が終了し、前線責在者・玄大総督梁雲構の勝本が、崇禎八年(1635) 9月 1日に北京に到着

する。設の意見l士、夷款に斬り殺され既に亡き者となっている①李天高安除く φ張国威・ 

7i:J!)3名を島軒(斬罪の上、鱗し掛 lこ処すべし、というものだった。ニれを承けた朝廷で

も、 10月23日に兵部とJflJ部が合議の上判断を示し、再議に[議斬Jを妥当とした。 11月日目、聖旨

が下る。

「当地に於いて夜ちに議決・処分告と行い、剖に望者らして島示とせより j

かくして、業件は港着したのだっ 

6 

ら八年秋にかけて、現場での調衰の費住者となった嬢経兵備分巡日 ~ti議愈事耕福弘

は、関保者の絞り調べ・開き込みに力を注ぎ、全貌が明らかにされる。結果、違法行為の内容は木

材横領のみに止まらずに多岐にわたり、関与した者も 6人だけで誌ない、特当な数。芋づる式;こ発

した従犯(或いは便乗斑)たちにつし γとも、調査報告に侠って以下に見てみよう。

動馬上威。永寧iこ寄住しでいた、出右の人G 木材の伐採・ ありと見て、

咲の哨丁と共に、しばしばill外に出ては、不正蓄財に励んだ。約 2年の聞に、松40塊(銀 16 

1河)、栢50議(錦40両)を私物{じした。事の発覚を恐れて逃走し、崇禎八年(1635)末現夜、

、龍問所の(9)議38、議禎八年末時点で11Jまだ捕縛されていない。在官軍人の馬鵜友切り名馬海 

軍籍出身)の供述により、夷から 150嵩を編し4取ったのでは、とし、う嫌疑については事実無摂

であることが判暁している(問。

の法註昼、またの名をの翠童lc劉斌慢の長唱で、 36織。毎月 3居、ほ(;:f'3年の開、長哨lこ出る

たびに、松や桔を←塊ずつ持ち帰り売却、写よしした。 ト…タルで松40塊(16婦、栢30撞 (24

両)、合計銀40両相ときである。これらは…切、 ω霊園盛にわたっていない。夷から 150両を騒

し取ったとしづ事実は無かったc 李全 (jk寧の入、軍籍出身、 48歳)の供述による〈iiiG 
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③王麻子O ①張国威の家丁である。龍門の軍籍出身、時に 48歳。松40塊(16両)を伐採・売

却し、本人が着服。任四(永寧、軍籍出身、 24歳)の供述と本人の自供による(12)。

②王二は劉斌室の長哨、永寧の民籍出身で43歳。本人の自供によると、毎月 3回、長哨に出 

両20両)、合わせて(8塊10両)、栢2塊(130、総計で松11る毎に木材を一塊ずつ持ち帰り売去

を私的に得ていた。①重国盛へは上納しておらず、また夷から 50両を踊し取った事実は無い、

ということだ、った (]3)。

⑬童二、またの名を⑬杢:屋、 45歳、黒漢嶺の長哨。⑪主主、永寧の民籍出身、 51歳。⑫杢ー、

またの名を@杢蓋些、山西の民籍出身、 45歳。⑬霊登、滴水崖の主主籍出身、 38歳。さらに既に

物故している。孫孝。以上の 5名は、崇禎七年(1634) 6月20日、辺外にて、夷人の王孟台吉

宰生の手下、陶半なる男から銀170両を受け取り、布疋の代理購入を請け負った。 5人は延慶

州で、これが闇取引だということを知らない布問屋の曹家から布 100疋、疋あたり 4銭で買い

付け、実費40両を除く残金 130両を五等分した 7月 1日、 5人は20疋ずつを背負い、密かに

辺外に出た。商品を陶半に手渡すためである。靖胡壁に連接する威遠敢に至ったところで、一

行は@盤量二に見つかり、①藍国盛にパレてしまう。連中が勝手に布の取引に手を染め、利益

を山分けしていることが面白くなし切張国威は、李二を百叩きの目にあわせ、二十数日間にわ

たり拘禁した。この件、①藍国盛は上司に報告せず、隠匿している。陶半が漢語に通じていた

事実は無い。。玉大(原文「劉大J)ら各犯の自供による (11)。

劉斌壁の哨丁⑬途去屋。永寧の人で主主籍出身、 28歳。またの名を⑬亙生とし、う。 5日ごとに

一度、短哨に出ては松や栢を一塊ずつ持ち帰ること、約 2年。通計で松40塊と栢30塊、併せて

銀40両で売却し、着服。夷から 150両を踊し取った事実は無し。組三(滴水崖の民籍、 50歳)

の供述(15)による。

現在逃亡中の⑬王一明という男、夷から銀 100両と銀碗一個を車両し取ったという嫌疑がかか

っているが、証人の白二(赤城の人、主主籍出身、 28歳)は何も知らないと言っている (]6)

山西の軍籍出身で、靖胡壁の長哨⑪藍i二は、毎月 6度の哨探(即ち短哨)に出るたびに木材を

一塊ずつ持ち帰り、売却。ほぽ一年で松30塊(12両)、栢40塊 (32両)、合計44両を売り上げ

て、全て①張国威に上納していた。運び役をしていたのは、①張国威の家人である⑬張貴。山西

祁県の民籍の人物で、 30歳。 ο藍ーには松一塊につき 1銭、栢一塊につき 2銭が手当てされて

いる。つまり取り分は 1/40 張金なる男は関与しておらず、また夷から 150両を踊し取って

いた事実も認めらなかった。⑬重量.Ii}l車云両名の自供による(17)

弓r
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室IJ斌埜の長野誇参議示すなわち@墨金品。� 3 る、毎月� 6度の哨撮~ 、て{支採した松

は20塊{銀8荷台、結50譲住0再}。 となり、許認両全て 上納

されていたc 段釦長笠間IJ名後金主主といし¥お壊の軍籍出身、� 46議。必援思惑の2友人である。

③墨生孟には松一機につき i銭、栢 6塊につき~ 2銭が支給された。やはり� 1/4の取り分。夷

から200両を縦し取ったという事実は黙し。� α金応科・@墨並孟二人のお供による(へ

間前出身の29歳。ともに周問溝壁の長哨で、

丹iこ3度の長言語に出ては、一年寄余の開 ばかり� 30塊� (24両)を得て、二人で山分けしてい

た。夷か

@温二島、山簡の軍籍出身、 31歳。

し取ったことは無い。� (忘籍、軍籍出身、 30議)の供述iこ基づくれ到。

山西の軍籍出身、8盟主童、山言語誌甑懇の入、� 45議。

40歳。訟手話五、間前、� 44議。いずれも!訪問j詩集の長噌であるc 殻損七年(1634) 7 Ji10 FI 

辺外へ出ると、� 11日の昼時に莱羅湾という堀田所に至った。そとで夷人のき義克免と接触、銀67両

を受け取り、内地で茶葉や五色平機雑布告?闘い付けてくるよう託される。� 12日に戻った彼らは、

銀を持って周回溝怪守備・高崇譲のもとに舟首してきた。接収した銀州は、在官舗民の李道主税� 

(UJ酉治鵠県の民籍、� 28歳)の舗内に移され、東路通判の倉聴に転送されて現在も保管されて

いる� (20)

!司毘溝盤のま語堅持である@干元〈諸課の軍籍出身、� 68議〉 ・の議四(rJJ高の軍籍出身、� 42e

議) ・治議五(ilJ留の軍籍出身、� 27識)の� 3名は、崇禎七年(1634) 7月� 1自に辺外に出て、� 

4日に染織湾に到着。かれらは売人・熱詔気自月土克から銀251訴を受け取り、茶・布等のものの

買い付け合請け負った。� 6日に明朝領内に帰i聾したが、当日中に銀を持拳して本提守備・

譲のもとへ出頭した。押収した銀I州立高官舗民の郭林01 (山聞の民籍、 34歳)の舗内に収め

あと、東路i通字誌の官庫に転送し、現振にいたるまでそこに収貯しである� (2 1)

関講など、� 8ヶ摂の犠壊から、それぞれ毎月銭� 5畿を撤収していた。� 

6 Ji25ねから� 7ヶ丹間に合計28樹を蕃臨むただ、至IJ任以来、通算で1000余雨も上競させてし

というような事実は無い3 在1ぎの呉駒子(永寧の軍籍出身、� 35議)の証言による部。

なお、臨賊の王国英らをかくまった疑いがかけられたイ牛で、あるが、証人の周秀才が既に死

してしまっている。また、抵騰の閑住将官である劉茂芳� (57識)、永寧の民籍出身の武四� 

藤)らの証言によると、そうし38(またの名を罵騰友、11J議) ・龍問所の軍籍出身の鳥海� (50

た事実の形跡も証拠も、全く無いとのこと制。� 

見中に境内7634)女産〉が崇禎七年(11'1やの家人@藍蓋監は、東奴(議チ

した際に残した牛� 8頭(銀24pゐj相主)と羊30頭(銀� 9 t~jî相当〉、合言十33再分を、弟の総張諒功 
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{龍問所の軍籍出身、 31歳)と共に自宅まで追い立て、私嚢に収めた。官に報告すべき萌

して、夜、腹を肥やしたのである。牛は18頭いたとか、①重量感が夷了会放って略奪したとか

いうことは無い。紛張徳、功の自供による� 

ω長冨盛の長官家人、@霊室率(宣府、軍籍出身、� 36歳}と@盟盟盤(逃亡中}の二人は、さ

きにG張回惑に髄い、食い扶持が少なすぎるとして、永噛城に湿誌を開いた。張世芳(釈放済

み) ・棋大(永準県、室生、� 27歳)の二人が小金を所持しているのに日を付吋て賭博を行わせ、

張大の銀30画会巻き上げたc もとより� 60両を麗し耳元ったということは無い。事博品、娼婦取り

緩まり役の犠弘E号、と、被害者である張大の供述により明らかとなっている (2513

①霊園盛iま属官への科派として、� 3守備・� 4操訪から、守講には柴50耐と炭20部ぷんとし

て、各々銀5両� 1銭に換算し、総計で15両お銭の銀を訴納させた。操Eさには柴30捕と炭10告ぷ

んとして各々銀3両換算で、総計12両の銀を新納台せた。 併せて銀� 27附3銭の金額が、各堤か

ら心長田感の拡的蓄財に回ったことになる。在官家人の@辺示(宣局、軍籍出身、� 35議)すな

わち@辺土中が搬送役となったが、これは崇損日年冬季の ~tまきりのことであり、恐禎 6 年以

後には全く行われていない。年々40余両、通算して200余両を散っていた事実誌ない。壁の号

令である楊松(黒漢嶺壊の軍籍出身、� 52議)、李二〈またの名を李逢太、永寧の民籍、抗議)

が若手らかに証請している (2ヘ

①重自盛は弓矢の替科だと称して、裂斌壁・周四溝・関j毎J台・黒漢嶺tのぞ子壌に頭金送りつけ、

箭草(矢竹?) ・樺皮(臼擦の皮) ・援実{自樺の木の軟変〉を供出するよう要求した。この

うち、四海冶は媛疫の尖物を30f子・箭草を20斤をi去らせ、劉斌塗・露関構・黒模嶺の3長さから

は銀8語4銭� 2分(総計で25問2銭� 6分)で折納させ、全て①張悶威に七納させた心家人の� 

ω逗牛山が機送役となっている。ただ、そのf畿の各壊については、 うした事実は認、められな

かった。上記の事構は号機の号令蕗秀(靖胡憾の軍籍自身、� 45版) (またの名

永章容の氏籍、� 45蔵) よび各室の守操官の巻案が審らかな証拠となっている。また、黒

時はには以前から交柴績の陳担兜(永寧、主在籍出身、 50蔵)ら 4名がいるが、家人む沼小 ~IJ を

仁、疲らから日用の隷料として、毎日� 4束の柴が心室富盛に上納怠れてし

ア

以上が、北京に届いた報告書に紀されてし らによる不正蓄財行為の全容であ

こに登場する不正行為な類型化すると、

〈会量産探喜子隠れ蓑にして木材を不正伐採し、それを売買することにより持た仕金を着服する。

②夷人から金を預かり、主主*布等の購入を誇け負う。いわば密費易の先棒そ担ぐ。また、そこで

発生する、演かり銀の余剰を蕃搬する。


争犠墾駐留者s隊から私的に銀を徴収し、装組するο
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告賭場を関!援し、客から金品をまきあげるo 

e建分i女産が寄蛍持に残し


§公患の燃料でまちるべき柴ー


ぐち弓矢等の患材を私的に徴較し、


などとなる。窒賎を重ったとしづ嫌疑は、 ということで、ここではひ

とまず韓外するとしても、設ら らぬ、多様なカ野に及んでいたことが確

認できる。

本論本文中では試みに、本案の犯罪者・被経者(死亡・逃亡中の者も合む)に下練とともに丸番

号を付してみたのだが、合計33名の多きに上った。相当な人数が関与する、大がかりな不正で、あっ

たことは明瞭である。特に家人・家丁、つまりの盟国躍の畑人的な手下どもも、多数かんでいた。

彼らは不正における主導的な役割jを担い、� ω張回感への絡皆、金品のi援搬役なども務めていた。一

方で、ω張圏盛とは無関係な便乗的行為も一部含まれてはいたが、藤本的には心盟国盛一味による組

織的な不正行為であり、便乗者も付随して存在していたと見ることができょう。数十両、数夜間と

いう鎮両の額の大きさ、 2~3年間とし、う継続f生からも、その組織性が窺われる

当時の北辺鞍怪では、どこでもこんな様子が見られたかどうか、これだけでは不明である窃一例

を以て、安易に一般化することは慎むべきであろう� しかし、北辺増強に般協する将兵たちが不正Q

蓄財に手を染めた時の実像を具に知ることができる点、非常に興味を還まかれるケースといえる。

彼らが物散を満たそうとする時、北辺前線の増壊あたりではどの織なチャンスが転がっていたのか

を知りうる、実菓な手がかりを提供していよう。

[~主] 

(1) 揺犠� f崇議年間の境荒j、f人文学議集J第28集、� 2010年� 3Ji、 p.71 

(2) 懇話松祐結木八百七十翼、誤入宮室造域隷・箭簾箆用。

なお、本議中にヲi鰐する史料i立、基本的iこ『明演史料J了編・第六本・� 501a ""'506 bに所収

の� f兵部等部題行兵科抄出宣大巡接梁雲構題穣こ依ったっ

関連する斡案に、?兵科秒、出兵部等部尚喜等宮張震基翼等題本J(W明清史料J間前・� 500 a) も

あるつ主主大塔按梁雲構からの題本を承けて、崇議八年11月9日に兵部・


時のもので、それに対して付された11月11日の聖旨が最終決定であ
 

(3) 有111謹米回、被虜射死家丁李天売、又名白戸、� j京孫山西平蓮時人。

日家~(jミ後、於崇禎五年端有夷婦一口、名金九蓋、井三歳幼子逃回i住準、投光幽威

買茶布銀物甚多、達子悩{也、持地射了雨三筒、復研死荘口

外。� 

(4) 柑宮家人捜郭三、各衆院貧手IJ無，骨、、熟知連外。原係数日住牧巣穴、年累次在i豊作芸人自崇禎

、併殺j側、彼酋糊齢、好得欣販枯木、伊等州国、向闘威商説輔、関威亦就� 
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に[不合j という言い回しが何度も出てくるが、コ~本註引用中では間負賠みにした。

用I去を崎耕すると、違法行為を表現しているようにd啓われるO 

( 5) 	 遂於崇禎近年十一月握、・・・来七年七足止、計二十倍月、毎月研松柏杭木九十塊;共研松枝

九譲、毎塊{直銀四銭、共{直銀三百六十指;指妨九ぼ塊、経撞{陣:銀八鏡、共{的:銀七百二十編。� 

f桔;といえば通常は角材を指すのだろうが、文字通り、実際に設らが製材めいたことま

でしていたのかは不明である。� 

( 6 ) 夜 官 接 持 劉宗玉即劉縦、非臣、臨輔、遺令将帥六百七十塊・械二宮塊運

、土産名水~議堆、寄事犯、終前松柏枯木八百七ト槻、イ具入官豊造城地・箭譲使用。其除松枯

一百三十塊、値銀九十二雨。栢杭七百塊、値銀五百六十柄。二項共銀六百五十二雨、倶醸成

原無毎年薄利三四千雨。靖銀、在官劉斌塁線盟三道踏軍人張掛甫、情胡塗在官軍

人彰ヲ号、蛇本埜在官巴省、税把縄張弘禎、

(7) 比倭郭ミミ・李天亮、国 且有李二疋発丈人外夷重量;克長格語、因此輿孟克免等時常

関茶買布、於崇禎七年五月十五日、論克免等輿李天苑銀二百雨、又本年六月二十六七日、

学天亮銀龍一筒・銀盃撃一雇IJ.又銀七ト言語、託令置関食物。提郭三・

毎月喪茶約有五六十組、� 年約有六七百割、毎包値鎖銭六文;毎月又夷響貿布十一二疋、 一a

年約有一百三思十疋、毎成銀二鋒四五分・共賢一年約用銀四十雨、議銀捜部三分能八十雨、

其蝕盃盤銀子、{其李天亮収去能了、井無分輿掛威。拭李天亮、於崇捕七年七丹二十二日、同

機郭三井不在官長日間張徳出遵哨探、惟{要郭三・張得、ニ人進蓬密家、李天亮因平素主了連子、

関茶布銀物甚多、達子臨龍、持他射了雨三語、復研死金:口外。原無馬届夷銀照宮二ト雨、亦無

国威議死事天亮c 各構務、{襲撃~三親日 

(8 ) 張園成・{嬰郭三・馬二・娯三・李二・王大・犠符、� f呉著彼慮、開曾官露決、例照伊i桑示。� 

(9) 以下、特に断らない限り、罪組や供述者の年齢は、梢案に載る崇禎八年末現在のものを� 

(10) 高寄生永寧脱逃不在笹山右人馬上娘、見得研木郁IJ、本庄司、時嘗諜縮図威哨丁出

遣、持幾二年約、研松続出十塊、値袈ー十六刷、栢結五十塊、値銀四十雨、


恐糧事担問先i農産詑。原無蹴夷銀一百五十両。構鶴、在官軍人馬騰友審謹。
 

(11) 	 有劉斌室長構高官沈計忠、却額側、毎月出日三次、再古亙、毎次静岡不拘松結勃木崎

塊、松材毎堤資組問鏡、花訪毎塊費鍛八銭、約三年、� Jた資松枯四十塊、得銀十六語。栢坊

十塊、得銀二十四雨、共銀[!百十両。並無分輿厨威、イ具貌隣IJ入 原無編夷銭五十雨。

情謡、産官学全審護。

(出)	 有王麻子、開威家γ、亦豆、故違「各議総人等私出制欽木等項事例J、強横路

出濯、研松t言問卜塊、� i甚銀一十六雨、経費入己花、原無事語夷銀七1雨。情説、

人任問及本翠自供置。� 

(13) 開� i斌塾長哨王二、毎月出口三次、身長富、毎次帯出不拘松栢妨塊、絵枯毎塊費銀

四銭、共議松初三十塊、{資銀十三雨。結i坊綜塊関娘八鏡、約三年、共童話訪十塊、償銀)¥

瞬、約賢一年齢、共事費銀二十剛、入己詑、並無分輿属威、亦無踊夷銀五十爾c 情齢、本誌自� 
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供誼。


月lこ3度の出口ということは、長哨であろう
O 

(14) 	 又黒漢嶺長哨在官張三即李憧・井在官永寧人王大・李二即李善政・襲祥・井巳故孫孝五

人、各亦園、故違新禁、於崇禎七年六月二十日、在漫外、収夷人王孟台吉宰生恰下陶半

銀一百七十雨、代買布疋、五人各止買延慶州不知情曹家舗布一百疋、毎疋用債銀四銭、共用

銀四十雨、其蝕銀一百三十雨、五人均分詑、特布毎人各背二十疋、於七月初一日往口外、密

送間行、至靖胡壁接頭威遠増、有健郭三在彼撞見、裏知圃威、嗣後五人輿陶半送布進口、固

威因恨伊等私分布銀、特李二央一央梶打了一百紅子監、二十銭目、圃威亦又E 、不行申

報、径白隠匿、陶半能通南朝音語、井無。劉大各犯自供、相同。

史料後半部はいささか読みにくいため、大意を取った。また、自供した者の名が史料では

劉大とされているが、王大の誤りと判断した。� 

(15) 有劉腿在官哨丁徐来慶即馬槽、毎五日出遅一回、亦豆、研取松相柿木一塊、二年

来約研松妨四十塊、毎塊値銀四銭、栢妨三十塊、毎塊値銀八鏡、共責銀四十雨入己、原無踊

夷銀ー百五十雨。情鋭、在官越三供謹。� 

5日に一度の出辺ということは、短哨であろう。� 

(16) 脱逃不在官王一明、款聞編夷銀一百雨・銀碗一箇、刑審、謹人白三供稿、貫不知王一明

有無踊夷銀雨;即銀碗情録、無意、質封。� 

(17) 有靖胡壁在官長哨郭二、毎月出哨六次、亦回、毎次研取不拘松相妨木一塊、約一

年、共研松妨三十塊、値銀十二雨;栢妨四十塊、値銀三十二雨、共値銀四十四雨、蓋敷交輿

圃威。家人在官張貴、亦E、収送圃威誌。毎松妨ー塊、止給郭二銀一銭、毎栢妨ー塊、

止給銀二銭、井不輿不在官張金相干、亦原無踊夷銀一百五十雨、情鋭、張貴・郭二各供、相

同。� 

(18) 有劉斌壁長哨馬二即馬仲元、毎月出哨六次、亦匡itl、毎次研取不拘松栢妨木一塊、約

三年内、共研松妨二十塊、値銀八雨、十百妨五十塊、値銀四十雨、共銀四十八雨、蓋敷交輿園

威。在官家人金臆科、亦匡、収送固航。松妨毎一塊止給馬仲元銀一銭、栢妨毎一塊止

給銀二銭。原無踊夷銀二百雨。情都、金磨、科・馬仲元各供、相同。

ただし、これが既出の侵郭三・李天亮らと共に行った大量伐採・販売に含まれるのか、別

のものかは不明。� 

(19) 又有周四溝長哨在官池一位・梁汝明、毎月出哨三次、約一年有齢、二人亦豆、共研

栢妨三十塊、共責銀二十四雨、二人均分入己、原無編夷銀二十五雨、情都、在官張譲審誰。� 

(20) 	 有周囲溝壁長哨在官周世商・曲、望・謝羽・王(原作玉、首改)廷玉、於崇禎七年七月初

十日出口、十一日午時在地名栗羅皆、各匡司、接受夷人猛克免銀六十七雨、託買茶葉・井

五色平機雑布、至十二日入口、伊等特銀出首本壁守備高崇譲慮、該備随寄在官舗民李進表舗

内、時送東路通半IJJ庫内収貯、見在。� 

(21) 有周囲溝長哨在官王元・楊四・徐正、於崇禎七年七月初一日出遅、初四日到地名栗羅縄、

各亦園、接受夷人黒詔気白H士見銀二十五雨、託買茶布等物、初六日進口、各丁本日特銀� 
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出言本場守犠i高崇議露、核犠関寄在官舗民郭林山舗内、車専送東路過半Ij官臨~又貯、晃荘。 

(22) 	 閥威又園、伯爵輔等人口瞬、毎日 毎 月 坐 桝 銀 五 銭 、 眼 寺 町 六 月 二 十 五

日十日起、共11::担了七醤丹、共銀二十八雨、)京無自任以来約ふヂ鈴雨。罷齢、子主官呉隣子審誰。� 

(23) 	 瀦養強賊王踏英等…款、除詩人周秀才日死タト、審掠在官諸佐原怯将官劉茂芳井主官武

田・馬携ハl即罵韓友、各機口供絹「此:事全無影響、無懇J、{共謡c 

(24) 存脱~不在官家人蝶権勝、困崇禎七年七月内東奴入者E起営後、議有牛八隻髄銀二十四

雨・羊三十隻{威鎮九柄、共銀三十三雨、張穂勝輿同在官弟張徳治穀収伊家、只合報官、議是

各四時臨E日誌、原無牛一十八隻、亦無期威縦放夷丁綿、及掛威侵舟。情訴、開

功{共設。� 

(25) 	 閥威在官家人張襲安・井先鋭~不在官家人部望龍、向蹄陸威、食器各不安本分、就J在永

寧域開腕…属、窺見己客数張倣芳ー在官男張大桝銀銭、各自、故瀧賭博事側、審議

張大銀三十柄、原無棋銀六十蝕雨、情謡、、在官若手速娼婦窪弘思弁張大各{剣吉語。� 

(26) 	 盟威又圏、科採麗官、三守備・四操読、毎守鑓派柴五十個・炭二十倍、共折{醐五

属一銭、共銀一十五嗣三銭;毎操訪諏柴三十梱・疲十旬、各折債銀三雨、共銀一十二雨、

共銀二十七雨三鎖、慎開競技輿職。在宮家人捷二目[J謹似仏亦園、坂送園都、

止法崇禎五年冬季科誠一次。六年立後、昆成道行革去。� i京無毎年約銭四十鈴語、節年約二百

絵雨。 暗室率、、在官各室鞭令楊松・李二郎李逢太審謹。� 

(27) 	 蹴 又 図 、 憐弓胎敵、行禁向劉耀・階講・思湯治・黒漠嶺、要市i蹴箭草・

樺皮・嬢皮、内西海;合支送本甑嬢疫三十斤・昂IJ箭輩二十斤、劉斌空襲・周出港・黒漢棋三慮若手

間銀J¥醐畿二分、共銀二十五両二銭六分、倶健課令交輿圏威。家入港小山又図、

収送関威誌。其齢各主主、並懇耳元派、本無毎墾折慣一十コ隔及J¥両共六十除i覇。情額、各褒競

令彰秀・主幹逢太及各保守操官管案審謹。又黒崎口原有交葉陳伍克等間名、侮日交柴田案。

家人選小山査収、同成毎日;慢罵誌。� 
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Illegal Accumulation in Northem Border ofLate Ming 


Zhぉ19Guoweγs Case 


Toshiro SAKURAI 

lllegal accumulation among soldiers wasramp詰ntat some forts ofnorthernborder，from the 5th 

to the 7
th 
y'伺� rof the Chongzhen楽禎� periodof late Ming. They used to go outside the border and cut 

pines and oaks，sold them， and embezzled the gains. Their詩ctivitieswere camouf1aged as routine p鋭部�  Is 

which tookpla∞every five or tεn days. 
th

Their illegal sidelin部� wereexposed at last，in the ?'''year ofthe Chongzhen period. And afier 

about a year of investigation，the report on this case was brought forward to the Beijing court.Not only 

cutting and selling wood， they had many other means of embezzlement. For example，they were 

concerned in smugg1ing，squeeze silver from forts under command， mn gambling h品11，steal livestock 

whichJl訴 訟 �  n女真� hadlefi afier retreat，grab firewood and bark.， etc. Number of0夜endersamou凶� edto 

over 30，and their act stretched over a period of three years. Main n附� nbersofthe ring，such議sZhang 

Guowei張国威，� ShaGuosan 郭三� weresentencedto death LiTianli語ng李天，克� werealready dead開� 

at that time. 
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